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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 複 数 の 回 胴 を 回 転 さ せ た あ と 停 止 さ せ る こ と に よ り 遊 技 を 行 い 、 停 止 し た と き の 回 胴 位
置 に 応 じ て 遊 技 媒 体 の 払 出 を 行 う 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 遊 技 媒 体 が 払 い 出 さ れ る 払 出 期 間 を 利 用 し て 所 定 の 演 出 を 行 う 演 出 実 行 手 段
　 を 備 え た 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

　 前 記 演 出 実 行 手 段 は 、 前 記 払 出 期 間 の 一 部 又 は 全 部 を 利 用 し て 前 記 所 定 の 演 出 を 行 う 、
請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

　 前 記 演 出 実 行 手 段 は 、 前 記 払 出 期 間 が 終 了 し た と き に 前 記 所 定 の 演 出 を 終 了 す る 、 請 求
項 １ 又 は ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

　 前 記 演 出 実 行 手 段 は 、 前 記 払 出 期 間 が 終 了 し た あ と も 前 記 所 定 の 演 出 を 行 う 、 請 求 項 １
又 は ２ に 記 載 の 遊 技 機 。

　 前 記 所 定 の 演 出 は 、 遊 技 者 に 有 利 と な る 付 加 価 値 を 与 え る か 否 か の 抽 選 の た め の 演 出 で
あ り 遊 技 者 に 成 功 ・ 不 成 功 が 理 解 さ れ 得 る ゲ ー ム の 演 出 で あ っ て 、 成 功 を 収 め た と き に 前
記 付 加 価 値 を 遊 技 者 に 与 え る 、 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

　 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 で あ っ て 、
　 遊 技 者 の 操 作 に よ り 前 記 所 定 の 演 出 を キ ャ ン セ ル す る 演 出 中 止 手 段 と 、
　 前 記 演 出 中 止 手 段 に よ っ て 前 記 所 定 の 演 出 が キ ャ ン セ ル さ れ た と き に 前 記 所 定 の 演 出 を
終 了 し て 演 出 結 果 を 遊 技 者 に 伝 え る 演 出 結 果 伝 達 手 段 と
　 を 備 え た 遊 技 機 。


	header
	written-amendment

